
各務原市新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業

要求水準書に係る新旧対照表 令和7年3月13日

Ｎｏ 本編
添付
資料

閲覧
資料

頁 第1章 第1節 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 変更前 変更後

1 ○ 58 第2章 第7節 (2) カ 基本設計 公園設備設計資料（電気、給排水、調整池） 公園設備設計資料（電気、給排水）

2 ○ 58 第2章 第7節 (3) セ 実施設計 公園設備設計資料（電気、給排水、調整池） 公園設備設計資料（電気、給排水）



各務原市新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業

様式集及び作成要領に係る新旧対照表 令和7年3月13日

Ｎｏ ﾌｧｲﾙ 書類名
様式
番号

Ⅰ (1) 1) ① 項目等 変更前 変更後

1
エクセル
編

計画概要
②防災公園

Ｈ－１ 施設計画の概要
提案施設（公共用途）※2
付帯施設※1

提案施設（公共用途）※1
付帯施設※2

2
エクセル
編

計画概要
②防災公園

Ｈ－１ 施設計画の概要
※1　施設内容を具体的に記載（提案する場合）。広場公園に提
案施設を計画する場合は、行を分け、備考に記載ください。

※1　施設内容を具体的に記載（提案する場合）。広場公園に提
案施設を計画する場合は、行を分け、備考に記載ください。
※2　施設内容を具体的に記載（提案する場合）

3
エクセル
編

基礎審査項目
チェックシート
(1)

L－１

第7節　設計業務
遂行に必要な関
連業務(2)基本設

計

カ　公園設備設計資料（電気、給排水、調整池） カ　公園設備設計資料（電気、給排水）

4
エクセル
編

基礎審査項目
チェックシート
(1)

L－１

第7節　設計業務
遂行に必要な関
連業務(3)実施設

計

セ　公園設備設計資料（電気、給排水、調整池） セ　公園設備設計資料（電気、給排水）



各務原市新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業

事業契約書（案）に係る新旧対照表 令和7年3月13日

Ｎｏ
契約
書

契約
約款

頁 第1章 第1節 第1条 1 (1) ア ① 項目等 変更前 変更後

1 ○ 50
別紙2
1(1)イ

開業準備段階：第４６条関係 開業準備段階：第４７条関係

2 〇 50
別紙2
1(2)イ

開業準備段階：第４６条関係 開業準備段階：第４７条関係



各務原市新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業

入札説明書等に関する第1回質問への回答に係る新旧対照表 令和7年3月13日

Ｎｏ 書類名 No. 質問内容
変更前
回答

変更後
回答

1
要求水準書、添付資
料、閲覧資料に関す
る質問への回答

54

「事業期間全体での経常修繕及び計画修繕に必
要な経費（既存施設の計画修繕を除く。）を計上
し、長期修繕（保全）計画を作成すること。総額は
入札公告時に示す。」とありますが、事業提案書
提出時は修繕費（事業期間全体での経常修繕
及び計画修繕に必要な経費）の提示のみで、長
期修繕(保全)計画の提示は不要との認識でよろ
しいでしょうか。

「様式　J－２　収入、開業準備費、維持管理費
及び運営費見積書（年次計画表）」にて、長期修
繕(保全)計画をご提示ください。

「様式　Ｅ－６　（6）修繕業務に係る事項」にて、
長期修繕(保全)計画をご提示ください。



各務原市新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業

入札説明書等に関する第2回個別対話への回答に係る新旧対照表 令和7年3月13日

Ｎｏ 書類名 No. 質問内容
変更前
回答

変更後
回答

1
入札説明書等に関す
る第2回個別対話へ

の回答
8
建蔽率の適用割合について「乗降場・シェル
ター」「四阿」についてどのような配分になるか確
認したい。

「乗降場・シェルター」は、原則「①通常の建ぺい
率2％」に該当し、「四阿」は既存施設も含め「②
休養施設」に該当します。ただし、その形状や目
的によって他の区分に該当するケースもあること
から、他の区分として整理する場合は、具体的な
事例をもって事前に本市と協議してください。

「乗降場・シェルター」は、通常「①通常の建ぺい
率2％」に該当しますが、提案内容によっては「②
休養施設」に区分できる可能性もあります。ま
た、「四阿」は、高い開放性がある場合は「③高
い開放性を有する建物」、そうでない場合は「②
休養施設」に該当します。いずれの施設につい
ても区分に疑義がある場合は具体的な事例を
もって本市と協議してください。


